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令和３年６月藤沢市議会定例会 報告議案に関する説明書 

 

報告第１号 藤沢市情報公開条例の運用状況について 

（議案書（第２冊）１～４ページ） 

この報告は，藤沢市情報公開条例第３３条の規定によ

り報告するものでございます。 

 １の利用状況でございますが，利用者数につきまして

は，公開請求をされた方，市政情報コーナーや文書館市民

資料室における閲覧，有償刊行物を求められた方の合計

で，５,３６６人となっております。 

 また，公開請求件数は７７件，資料等の情報提供件数は

３,６４６件で，合計は３,７２３件でございます。 

 ２の公開請求の処理状況につきましては，承諾が６件，

一部承諾が４９件，請求された文書の不存在等による拒

否が１９件，却下が０件，取下げが６件，審査中が０件の

合計８０件でございます。なお，承諾のうち括弧書きの１

件及び一部承諾のうち括弧書きの２件は，令和元年度に

公開請求があり，令和２年度に当該決定をしたものでご

ざいます。 

 ３の公開請求の請求者内訳でございますが，市内に住

所を有する個人が５１人，市内の法人等の団体が２，その

他のものとして，具体的には市外の個人及び法人となり

ますが，２４となっており，合計７７件でございます。 
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 ４の公開請求の実施機関別内訳でございますが，市長

部局に対するものが６９件，教育委員会が６件，その他の

実施機関が合わせて２件で，合計７７件となっておりま

して，個別の内訳については，記載のとおりでございます。 

 ５の公開請求・情報提供の分野別内訳でございますが，

公開請求につきましては，行政一般についてが４６件と

最も多く，全体の約６０％を占めております。 

 また，情報提供につきましては，郷土資料など文化に関

するものが１,３３６件で最も多く，全体の約３７％，次

いで都市計画図や道路図面など都市基盤に関するものが

６６４件で，全体の約１８％を占めております。 

 ６の不服申立て状況につきましては，公開請求に対す

る非公開等の決定に対して提起された不服申立てが，２

件ございました。 

 また，不服申立ての処理機関である情報公開審査会の

審査状況でございますが，年度中に審査会に対してなさ

れた諮問は２件で，年度末の時点で審査中の件数は１件，

年度中に答申いただいた件数は７件となっております。 

 答申件数７件のうち括弧書き６件につきましては，令

和元年度中になされた不服申立てに係るものでございま

す。 

 ７の会議の公開状況につきましては，庁内各課等が所

管する審議会等の会議の開催総数は７５２回，このうち
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公開対象の会議が２２４回で，全部公開が１９６回，一部

公開が２８回でございました。 
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報告第２号 藤沢市個人情報の保護に関する条例の運用

状況について（議案書（第２冊）５～７ページ） 

この報告は，藤沢市個人情報の保護に関する条例第

５７条の規定により報告するものでございます。 

１の個人情報取扱事務登録状況につきましては，条例

第９条の規定により，市長等の実施機関が個人情報を取

り扱う事務を新たに開始，変更，廃止する場合には，当該

個人情報を取り扱う事務を登録することとなっておりま

して，令和元年度末の登録数は，表の右下のとおり，合計

で１,３０６件でございます。 

 実施機関ごとの登録状況につきましては，市長部局の

開始２２件，変更２２５件，廃止１０件をはじめ，記載の

とおりでございます。 

２の自己情報開示等請求処理状況でございますが，（１）

の開示請求の件数は１５２件，処理状況につきましては，

承諾が９２件，一部承諾が３９件，請求された文書の不存

在等による拒否が１５件，却下が０件，取下げが４件，審

査中が３件となっております。なお，一部承諾のうち括弧

書きの１件は，令和元年度に請求があり，令和２年度に当

該決定をしたものでございます。 

（２）の訂正請求，（３）の利用の停止等請求，（４）

の目的外のための利用又は提供の中止等請求及び（５）の

不服申立てにつきましては，案件がございませんでした。 
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 ３の藤沢市個人情報保護制度運営審議会への諮問状況

でございますが，この審議会は，個人情報の本人以外から

の収集や，目的外利用，コンピュータによる情報処理等を

行う場合に，実施機関から諮問を受けて審議いただくも

ので，全体で６１件の諮問があり，答申の結果につきまし

ては，承認が６０件，一部承認が１件でございました。 
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報告第３号 継続費繰越使用の報告について（令和２年

度藤沢市一般会計継続費）（議案書（第２冊）９～１１ページ） 

この報告は，令和２年度藤沢市一般会計継続費の繰越

使用について，地方自治法施行令第１４５条第１項の規

定により報告するものでございます。 

 継続費繰越計算書の２款 総務費 １項 総務管理費

の辻堂市民センター改築事業費は，辻堂市民センター及

び南消防署辻堂出張所改築に関する，令和元年度から令

和３年度までの３カ年の継続事業で，そのうち，改築に

伴う工事請負費につきましては，令和２年度予算現額は，

１７億３,３２７万２千円でございましたが，電気設備の

工事が予定の出来高に達しなかったため，３億 

２,７５３万５,７４０円を逓次繰越したもので，また，

改築に伴う工事監理委託費につきましては，令和２年度

予算現額は，３,０２０万７千円でございましたが，受託

事業者との協議により，全額を逓次繰越したものでござ

います。 

９款 土木費 ４項 都市計画費の藤沢駅周辺地区再

整備事業費は，藤沢駅東西地下通路再整備に伴う工事請

負費で，令和２年度から令和３年度までの２カ年の継続

事業で，令和２年度予算現額は，４億７,１０２万円でご

ざいましたが，新型コロナウイルス感染症の影響により，

予定の出来高に達しなかったため，２億８,２６１万２千

円を逓次繰越したものでございます。 

 １１款 教育費 ２項 小学校費の鵠南小学校改築事
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業費は，屋内運動場棟及び保育園棟の建設等に関する，

令和２年度から令和４年度までの３カ年の継続事業で，

そのうち，建設等に伴う工事請負費につきましては，令

和２年度予算現額は，５億２,５９５万５千円でございま

したが，年度内に予定の出来高まで達しなかったため，

４億２,２２０万３千円を逓次繰越したもので，また，建

設等に伴う工事監理委託費につきましては，令和２年度

予算現額は，１,０２３万９千円でございましたが，同じ

理由により，全額を逓次繰越したものでございます。 
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報告第４号 継続費繰越使用の報告について（令和２年

度藤沢市下水道事業費特別会計継続費）（議案書（第２冊）

１３～１５ページ） 

この報告は，令和２年度藤沢市下水道事業費特別会計

継続費の繰越使用について，地方公営企業法施行令第 

１８条の２第１項の規定により，報告するものでござい

ます。 

継続費繰越計算書の１款 下水道事業資本的支出，１項 

建設改良費の南部処理区管渠建設事業（辻堂南部放流管

築造工事（その２））につきましては，令和元年度から令

和３年度までの３カ年の継続事業で，継続費の総額は，

１２億７,１４５万円，令和２年度継続費予算現額は，前

年度逓次繰越額を合わせまして，１０億２,２４５万円で

ございましたが，特殊機材の形状の検討や再設計等に時

間を要し，予定の出来高まで達しなかったため，３億 

１４０万円を逓次繰越したものでございます。 
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報告第５号 繰越明許費繰越使用の報告について（令和

２年度藤沢市一般会計繰越明許費）（議案書（第２冊）１７～

２３ページ） 

 この報告は，令和２年度藤沢市一般会計繰越明許費を

繰越使用することについて，地方自治法施行令第１４６

条第２項の規定により報告するものでございます。 

 この繰越使用に当たり，繰越明許の設定につきまして

は，昨年度の各市議会定例会におきまして，ご決定をい

ただいているところでございます。 

 繰越明許費繰越計算書の２款 総務費 １項 総務管理

費の湘南台文化センター整備費は，プラネタリウム用プ

ロジェクターの機器更新委託について，２月補正で予算

化したもので，年度内に完了しないことから，全額の 

１,６５０万円を繰り越したものでございます。 

次に，７項 防災費の防災設備等整備事業費は，防災

備蓄資機材等の整備について，年度内に納品が完了しな

いこと，市民配布用冊子の印刷梱包配布委託については，

入札不調により着手が遅れ，年度内に完了しないことか

ら，合計２,８９３万４,３００円を繰り越したものでご

ざいます。 

 ４款 民生費 １項 社会福祉費の いきいきシニアセン

ター施設整備費は，老人福祉センター湘南なぎさ荘のエ

レベーター更新工事について，新型コロナウイルス感染

症の影響を受けたこと，老人福祉センターこぶし荘第１

駐車場パーゴラの老朽化に伴う工事については，令和３
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年度に予定していた事業を前倒しして実施するもので，

年度内に完了しないことから，合計で全額の５,７１５万

６千円を繰り越したものでございます。 

次に，２項 子育て支援費の新型コロナウイルス感染症

対応保育等従事者慰労金給付事業費は，２月補正で予算

化したもので，全額の２億７,９９８万５千円を繰り越し

たものでございます。 

５款 衛生費 １項 保健衛生費の乳幼児健診等事業

費は，分娩前の妊婦に対するＰＣＲ検査費用を負担する

もので，令和３年度に事業を実施することから，全額の

２千万円を繰り越したものでございます。 

 次の新型コロナウイルスワクチン接種費は，ワクチン

接種を医療関係団体に委託するための経費で，国の繰越

処理に併せ，全額の２０億８,１２４万４千円を繰り越し

たものでございます。 

 次の保健所運営管理費は，保健所等の情報ネットワー

クの無線化整備に要する経費で，２月補正で予算化し，

全額の６５１万２千円を繰り越したものでございます。 

 次の感染症対策事業費は，新型コロナウイルスワクチ

ン接種体制の更なる強化を図るための経費で，８億 

２,７２６万円を繰り越したものでございます。 

 次に，２項 清掃費の最終処分場整備費は，女坂最終

処分場集水塔の階段取替工事で，２月補正で予算化した

ことから，全額の２,２９５万７千円を繰り越したもので

ございます。 
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６款 労働費 １項 労働諸費のテレワーク等導入支

援事業費は，新型コロナウイルス感染症に関する対策と

して，テレワーク導入を推進する市内中小企業者及び共

用型サテライトオフィス等の整備を行う企業者に対し補

助金を交付するため，２月補正で予算化し，全額の 

１,６００万円を繰り越したものでございます。 

８款 商工費 １項 商工費の中小企業事業継続支援金

は，新型コロナウイルス感染症に関する対策として，国

又は県の制度の対象外とされた中小企業者等を対象に支

援金を支給するもので，２月補正で予算化し，全額の４

億５,９３４万６千円を繰り越したものでございます。 

 ９款 土木費 ２項 道路橋りょう費の道路改修舗装費

は，藤沢村岡線舗装打換工事で，国庫補助金の追加交付

を受け，令和３年度に予定していた事業を前倒しして実

施するもので，２,６４９万円を繰り越したものでござい

ます。 

 次の道路施設改修事業費は，鵠沼歩行者専用道エスカ

レーター改修工事について，１２月補正で予算化したも

ので，年度内に工期が確保できないこと，六会日大前駅

他２駅エスカレーター改修工事については，早期改修の

必要があり，２月補正で予算化したこと，道路照明灯点

検委託については，国庫補助金の追加交付を受け，令和

３年度に予定していた事業を前倒しして実施するもので，

年度内の完了が見込めないことから，合計で全額の 

６,８８２万１千円を繰り越したものでございます。 
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 次の市道新設改良費は，藤沢駅周辺自転車走行空間整

備工事について，早期実施のため１２月補正で予算化し

たこと，戸中橋線確定測量委託については，令和３年度

に予定していた事業を前倒しして実施するもので，とも

に年度内に完了しないことから，合計で１,６０３万 

７４０円を繰り越したものでございます。 

 次の自転車駐車場整備費は，（仮称）藤沢本町駅自転

車駐車場整備工事及び（仮称）江ノ島駅自転車等駐車場

整備工事について，９月補正で予算化したもので，年度

内に工期が確保できないことから，７,６８７万５,８００

円を繰り越したものでございます。 

 次に，４項 都市計画費の健康と文化の森整備事業費

は，健康と文化の森地区まちづくり事業化等推進委託に

ついて，新型コロナウイルス感染症の影響を受け，検討

協議会の開催延期等により時間を要したため，年度内に

完了しないことから，全額の３,４７６万４千円を繰り越

したものでございます。 

 次の遠藤葛原線新設事業費は，事業用地取得に向けた

地権者との交渉において，補償物件の移転等に関する調

整に時間を要し，年度内に完了しないことから，全額の

１億３,３８０万円を繰り越したものでございます。 

 次の健康の森保全再生整備事業費は，（仮称）遠藤笹

窪谷公園建物新設・整備工事について，国の令和２年度

補正予算による，社会資本整備総合交付金の内示を受け，

令和３年度に予定していた事業を前倒しして実施するも
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ので，全額の２億８,４４２万７千円を繰り越したもので

ございます。 

 次の藤沢駅周辺地区再整備事業費は，藤沢駅北口排気

塔補修工事で，外装材等の剥落の危険性があることが確

認されたため，２月補正で予算化したもので，全額の 

３,８６９万８千円を繰り越したものでございます。 

 次の善行長後線街路新設事業費は，善行長後線（六会

工区）造成及び擁壁築造工事で，国の令和２年度補正予

算による，社会資本整備総合交付金の内示を受け，令和

３年度に予定していた事業を前倒しして実施するもので，

１億４,５００万円を繰り越したものでございます。 

 次の鵠沼奥田線街路新設事業費は，鵠沼奥田線の予備

設計委託で，小田急線との立体交差部の範囲や，現況の

生活道路等との取付けなどに課題があることから，関係

機関等との協議に向けた検討を行うため，２月補正で予

算化したもので，全額の１,９４１万円を繰り越したもの

でございます。 

次の公園改修費は，片瀬山公園トイレ改築工事につい

て，国の令和２年度補正予算による，社会資本整備総合

交付金の内示を受け，令和３年度に予定していた事業を

前倒しして実施するもので，全額の３,９１２万５千円を

繰り越したものでございます。 

次の近隣・街区公園新設事業費は，吉野町公園整備に

係る建物移転補償及び国有地の取得について，地権者等

との調整に時間を要したこと，上藤が谷公園整備工事に
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ついては，２月補正で予算化したもので，いずれも年度

内に完了しないことから，合計で１億４６万円を繰り越

したものでございます。 

１１款 教育費 １項 教育総務費の教育情報機器関係

費は，感染症対策に伴う子どもたちの学習保障支援のた

めの情報機器の購入経費で，国の令和２年度補正予算の

採択により２月補正で予算化し，４,７２０万円を繰り越

したものでございます。 

次に，２項 小学校費及び３項 中学校費の学校施設環

境整備事業費は，学校施設環境改善交付金について, 国

の令和２年度当初予算による追加内示及び令和２年度第

３次補正予算により事業採択されたことから，令和３年

度に予定していた事業を前倒しして実施するもので，小

学校１２校，中学校６校の外壁・空調等の工事について，

それぞれ９億４,８１８万６,８００円,６億５,３０８万

円を繰り越したものでございます。 

次に，５項 学校給食費の給食室改修工事費は，大越

小学校給食調理場等空調設備更新工事で，学校施設環境

改善交付金について，国の令和２年度第３次補正予算に

より事業採択されたことから，２月補正で予算化したも

ので，全額の１,８１２万５千円を繰り越したものでござ

います。 

次に，６項 社会教育費の公民館整備費は，済美館エ

レベーター改修工事について，２月補正で予算化したも

ので，年度内に完了しないことから，全額の２，６１０
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万２千円を繰り越したものでございます。 

 次の総合市民図書館整備事業費は，老朽化により不具

合が生じている防火シャッター等の改修工事について，

２月補正で予算化したもので，年度内に完了しないこと

から，全額の１,５４９万９千円を繰り越したものでござ

います。 

 次に，７項 保健体育費のオリンピック開催準備関係

費は，東京２０２０大会の業務委託に係る経費で，全額

の２億４，１７５万７千円を繰り越したものでございま

す。 

 次のスポーツ施設整備費は，八部公園屋外プールサイ

ド修繕工事等について，２月補正で予算化したもので，

年度内に完了しないことから，全額の１億８２３万６千

円を繰り越したものでございます。 
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報告第６号 繰越明許費繰越使用の報告について（令和

２年度藤沢市北部第二（三地区）土地区画整理事業費特

別会計繰越明許費）（議案書（第２冊）２５～２７ページ） 

この報告につきましては，令和２年度藤沢市北部第二

（三地区）土地区画整理事業費特別会計繰越明許費の繰

越使用について，地方自治法施行令第１４６条第２項の

規定により，ご報告申し上げるものでございます。 

 この繰越明許費の設定につきましては，本年２月議会

において，既にご決定をいただいているものでございま

す。 

繰越明許費繰越計算書の１款 １項 北部第二（三地

区）土地区画整理事業費の翌年度繰越額につきましては，

１億２,５０８万３千円としており，内容といたしまして

は，工事が２件で，１,２８７万６千円及び補償が８件で，

１億１,２２０万７千円となってございます。 

 繰越の主な理由といたしましては，工事につきまして

は，新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急事態宣言

等の影響により，権利者との調整が遅れたことに伴い，適

切な工期が確保できなくなったことによるものでござい

ます。 

また，補償につきましては，権利者との交渉に日時を要

したことにより，年度内完了に至らないものにつきまし

て，繰り越したものでございます。 
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 なお，完了時期につきましては，工事は７月末，また補

償は，９月末までに完了する予定でございます。 
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報告第７号 事故繰越し繰越使用の報告について（令和

２年度藤沢市一般会計事故繰越し）（議案書（第２冊）２８～

３１ページ） 

この報告は，令和２年度藤沢市一般会計事故繰越しを

繰越使用することについて，地方自治法施行令第１５０

条第３項の規定により報告するものでございます。 

事故繰越し繰越計算書の１１款 教育費 ２項 小学

校費及び３項 中学校費の消耗器材文具費につきまして

は，児童及び生徒の机，椅子の購入にあたり，新型コロ

ナウイルス感染症拡大の影響を受け,海外の生産工場が

一部閉鎖されたこと,及びコンテナ滞留による輸送の遅

れが生じたことにより，納入期限までの納品が見込めな

かったため,それぞれ２９０万２,１８５円，３８４万 

４,０６０円を繰り越しましたが，４月２日及び４月１９

日付で納品が完了したところでございます。 
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報告第８号 予算の繰越使用の報告について（令和２年

度藤沢市下水道事業費特別会計）（議案書（第２冊）３３～３５

ページ） 

この報告は，令和２年度藤沢市下水道事業費特別会計

の予算の繰越使用について，地方公営企業法第２６条第

３項の規定により報告するものでございます。 

 予算繰越計算書の，１「地方公営企業法第２６条第１

項の規定による建設改良費の繰越額」１款「下水道事業

資本的支出」１項「建設改良費」の南部処理区管渠建設

事業につきましては，２件で１億６,２７８万１,１４７

円，東部処理区管渠建設事業につきましては,２件で１億

５００万円，南部処理区ポンプ場建設事業につきまして

は，１件で１,８０１万４,９１３円，東部処理区ポンプ

場建設事業につきましては，１件で１,３１７万８,０００

円，辻堂浄化センター建設事業につきましては,１件で１

億２８５万円，大清水浄化センター建設事業につきまし

ては，２件で４,８３０万円，相模川流域下水道建設事業

につきましては，１件で１３４万１,０００円を繰り越し

たものでございます。 

これらの繰越につきましては，説明欄記載のとおり，

国事業の進捗の遅れに伴い，下水道管の移設工事の着手

が遅れたこと，また令和３年度実施を予定していた国庫

補助事業について，国の令和２年度第３次補正予算に伴

い前倒ししたことなどから，令和３年度に繰り越したも

のでございます。 
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 なお，これらすべての事業は，令和４年２月末の完了

を予定しております。 
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報告第９号 予算の繰越使用の報告について（令和２年

度藤沢市民病院事業会計）（議案書（第２冊）３７～３９ページ） 

この報告につきましては，令和２年度藤沢市民病院事

業会計の予算の繰越使用について，地方公営企業法第 

２６条第３項の規定により報告するものでございます。 

 予算繰越計算書の，１「地方公営企業法第２６条第１

項の規定による建設改良費の繰越額」第１款「資本的支

出」第１項「建設改良費」の医療総合情報システム整備

事業につきましては１５４万円，医療器械等購入事業に

つきましては６１６万円を繰り越したものでございます。 

これらの繰り越しにつきましては，説明欄記載のとお

り，医療総合情報システム整備事業，医療器械等購入事

業のいずれもオンライン診療にかかる整備において，事

業の実施にあたり必要となるパソコンやネットワーク機

器等，電子機器の調達の見通しが立たず，年度内の事業

完了が見込めないことから，令和３年度に繰り越したも

のでございます。 

 なお，いずれの事業につきましても，令和３年７月の

完了を予定しております。 
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報告第１０号 藤沢市民会館サービス・センター株式会

社の経営状況について（（議案書（第２冊）４０～４１ページ・出

資団体等事業計画説明資料２～３ページ） 

 令和３年度の事業概要は，市民会館の舞台，電気，空

調設備等の維持管理，操作，清掃その他関連業務の受託

事業，食堂及び総合企画事業，並びに藤沢市から指定管

理者として指定を受けた湘南台文化センターの管理業務

でございます。 

 それでは，これらの事業を実施するにあたりましての

収支についてご説明いたします。 

 収入につきましては，営業収入及び営業外収入を合計

して，４億８,３８０万５千円でございます。 

 次に，支出につきましては，営業費，営業外費用及び

決算振替勘定を合計して，４億７,３９３万７千円でござ

います。 

 詳細につきましては，出資団体等事業計画説明資料の 

２ページ及び３ページに記載のとおりでございます。 
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報告第１１号 一般財団法人藤沢市開発経営公社の経営

状況について（議案書（第２冊）４２～４５ページ・出資団体等事業

計画説明資料５～８ページ） 

収支予算の総括につきましては，１経常収益は９億 

３,３４８万４千円，２経常費用は１０億６,８７２万

７,５１９円で，収益から費用を差し引いた３当期一般正

味財産増減額は１億３,５２４万３,５１９円の減となり，

９正味財産期末残高は１５２億５,９３４万４,０８８円

でございます。 

実施事業会計の特定寄附の内訳でございますが，２収

益及び費用等の，(1)経常収益は，計上がなく，(2)経常費

用は２億３,１３３万９,５１９円でございます。 

その他会計の内訳でございますが，２収益及び費用等

の(1)土地売却事業につきましては，ア 経常収益は１億

５,７５０万５千円，イ 経常費用は１億６,９６６万５千

円で，(2)ビル賃貸事業につきましては，ア経常収益は６

億２,６２８万４千円で，イ 経常費用は５億２,４８６万

３千円で，(3)土地賃貸事業につきましては，ア 経常収益

は１億３,１０４万１千円，イ 経常費用は６,５５０万円

でございます。 

収益事業会計の駐車場事業でございますが，２収益及

び費用等の，(1)経常収益は１,４００万円，(2)経常費用

は９４９万２千円でございます。 

法人会計の内訳につきましては，２収益及び費用等の，
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(1)経常収益は４６５万４千円，(2)経常費用は６,７８６

万８千円でございます。 

詳細につきましては，出資団体等事業計画説明資料の

５ページから８ページに記載のとおりでございます。 

  



 - 25 - 

報告第１２号 藤沢市土地開発公社の経営状況について 

（議案書（第２冊）４６～４７ページ・出資団体等事業計画説明資料９～

１２ページ） 

１の事業の概要といたしましては，公有地の拡大の推

進に関する法律の規定に基づき，市からの要請による土

地の取得及び処分を行うもので，これらの事業に係る(1)

土地の取得，(2)土地の売却，及び(3)土地貸付事業の面積

につきましては，記載のとおりでございます。 

２の収入及び支出の予算でございますが，(1)収益的収

入及び支出につきましては，アの収入の主なものは，市へ

の公共用地の売却収入で，イの支出につきましては，土地

売却の原価，一般管理費等で，収入・支出ともに，総額は

１４億９,０８４万３千円でございます。 

(2)資本的収入及び支出につきましては，アの収入は，

金融機関からの長期借入金で，１８億２,６５３万９千円，

イの支出につきましては，公共用地等の土地取得費と長

期借入金の元利償還金で，総額は２７億８,０５３万９千

円でございます。 

詳細につきましては，出資団体等事業計画説明資料の

９ページから１２ページに記載のとおりでございます。 
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報告第１３号 株式会社藤沢市興業公社の経営状況につ

いて（議案書（第２冊）４８ページ・出資団体等事業計画説明資料１４

～１５ページ） 

令和３年度の事業の概要は，１点目といたしまして，し

尿の収集運搬及び浄化槽の清掃業務でございます。２点

目といたしまして，市からの委託を受けて実施しており

ます可燃ごみ，不燃ごみ，大型ごみ等の収集運搬，最終処

分場の埋立て管理及び下水道管渠の清掃業務等でござい

ます。 

収入につきましては，営業収入，営業外収入及び負担金

を合計して１７億３０２万９,０００円でございます。 

支出につきましては，営業費の１７億１２６万１,０００

円でございます。 

詳細につきましては，出資団体等事業計画説明資料の

１４ページ及び１５ページに記載のとおりでございます。 
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報告第１４号 公益財団法人藤沢市まちづくり協会の経

営状況について（議案書（第２冊）４９～５５ページ・出資団体等事

業計画説明資料１６～２２ページ） 

収支予算の総括につきましては，経常収益は１７億 

７,３４９万６,７５７円，経常費用は１７億７,３６２万 

３,８７４円で，収益と費用等を差し引きした当期一般正

味財産増減額は８８３万８,２１７円の減となり，正味財

産期末残高は，１０億３,０８９万４,２４１円でござい

ます。 

公益目的事業会計の内訳でございますが，まちづくり

推進事業につきましては，経常収益は３億７,７８０万 

４２４円，経常費用は３億９,６６６万９,４８９円でご

ざいます。 

生きがい就労センター事業につきましては，経常収益

は５,８１４万１,０００円，経常費用は６,４６５万 

６,９６２円でございます。 

シルバー人材センター事業につきましては，経常収益

は９億６,９５６万８,０００円，経常費用は１０億５５

万４,０５４円でございます。 

公益目的事業会計共通につきましては，経常収益は 

１８万８,０００円，経常費用は８８万円，他会計からの

振替額は１,８８８万５,３７７円でございます。 

収益事業等会計の内訳でございますが，事務所ビルの

賃貸事業につきましては，経常収益は７,６２５万 
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５,１００円，経常費用は４,７７２万４,６６６円，他会

計への振替額は１,０８２万１,３２２円でございます。 

飲料水等の販売事業につきましては，経常収益は 

３４５万７,０００円，経常費用は３１７万５,５９２円，

他会計への振替額は１１万３,３１２円でございます。 

駐車場事業につきましては，経常収益は１億５,４６３

万５,２００円，経常費用は１億４,５１３万９,１４５円，

他会計への振替額は３６０万７,１０７円でございます。 

受託事業につきましては，経常収益は１億４,１８８万

１,２７３円，経常費用は１億３,０５４万２,４００円，

他会計への振替額は４３４万３,６３６円でございます。 

収益事業等会計共通につきましては，経常収益及び経

常費用の計上はございません。 

法人会計の内訳につきましては，経常収益は７,２３５

万９９１円，経常費用は６,５０６万１,７９７円でござ

います。 

 詳細につきましては出資団体等事業計画説明資料の

１６ページから２２ページまでに記載のとおりでござい

ます。 
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報告第１５号 公益財団法人藤沢市みらい創造財団の経

営状況について（議案書（第２冊）５６～６１ページ・出資団体等事

業計画説明資料２４～３０ページ） 

収支予算の総括につきましては，経常収益は，３２億 

６０７万９千円，経常費用は，３２億５,７５６万１千円，

収益と費用等を差し引きした当期一般正味財産増減額は，

５,３４８万２千円の減となり，正味財産期末残高は，

７億６,４５６万８千円でございます。 

公益目的事業会計の内訳でございますが，青少年の健

全な育成を目的とする事業につきましては，経常収益は，

１５億２,０２１万３千円，経常費用は，１５億４,６８３

万８千円，他会計からの振替額は，１１６万８千円でござ

います。 

市民の健康づくりと生涯スポーツの推進を目的とする

事業につきましては，経常収益は，１３億２,１４３万円，

経常費用は，１３億６,９２７万２千円，他会計からの振

替額は，１,７９４万６千円でございます。 

芸術文化の振興を目的とする事業につきましては，経

常収益は，１億５,０１７万６千円，経常費用は，１億 

５,０８５万９千円，他会計からの振替額は，２万６千円

でございます。 

公益目的事業会計共通につきましては，経常収益及び

経常費用の計上はございません。 

収益事業等会計の内訳でございますが，物品販売事業
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及び駐車場管理運営事業につきましては，経常収益は， 

５,９４１万４千円，経常費用は，２,６９４万円，他会計

への振替額は，２,２６０万円でございます。 

次に，関係団体等交流事業につきましては，経常収益は，

４５万円，経常費用は，８８万７千円，他会計からの振替

額は，４０万円でございます。 

その他市受託事業につきましては，経常収益及び経常

費用は，ともに１,５４７万６千円でございます。 

法人会計の内訳につきましては，経常収益は，１億

３,８９２万円，経常費用は，１億４,７２８万９千円，

他会計からの振替額は，３０６万円でございます。 

詳細につきましては出資団体等事業計画説明資料の

２４ページから３０ページまでに記載のとおりでござい

ます。 
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報告第１６号 公益財団法人藤沢市保健医療財団の経営

状況について（議案書（第２冊）６２～６５ページ・出資団体等事業

計画説明資料３１～４０ページ） 

収支予算の総括につきましては，１ 経常収益は，９億

７,８４７万１千円，２ 経常費用は，１０億７５７万７千

円で，収益から費用を差し引いた５ 当期一般正味財産増

減額は２,９１０万６千円の減となり，１１ 正味財産期

末残高は，８億６,４１９万３千円でございます。 

次に，公益目的事業会計の内訳でございますが，１ 健

診・健康づくり事業につきましては，(3)ア 経常収益は，

７億１,２５９万９千円，イ 経常費用は，７億２,８５２

万６千円でございます。 

２ 介護保険事業につきましては，ア 経常収益は， 

８,２５５万６千円，イ 経常費用は，９,２８３万２千円

でございます。 

３ 保険調剤薬局事業につきましては， (2)ア 経常収

益は，３,２９３万６千円，イ 経常費用は，４,１３３万

７千円でございます。 

４ 公益目的事業会計共通につきましては，(2)ア 経常

収益は，８,７７６万３千円，イ 経常費用は，８,１４３

万６千円でございます。 

法人会計の内訳につきましては，２(1)経常収益は， 

６,２６１万７千円，(2)経常費用は，６,３４４万６千円

でございます。 
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詳細につきましては出資団体等事業計画説明資料の

３１ページから４０ページに記載のとおりでございます。 

  



 - 33 - 

報告第１７号 公益財団法人湘南産業振興財団の経営状

況について（議案書（第２冊）６６～７０ページ・出資団体等事業計

画説明資料４１～５０ページ） 

収支予算の総括につきましては，経常収益は，３億

５,１５６万円，経常費用は，３億５,０９３万４千円で

ございます。収益と費用等を差し引きした当期一般正味

財産増減額は５５６万円の増となり，正味財産期末残高

は３億９,９７４万３千円でございます。 

公益目的事業会計の内訳でございますが，産業支援事

業につきましては，経常収益は，１億１,１１１万７千円，

経常費用は，１億１,３９４万９千円でございます。 

湘南勤労者福祉サービスセンター事業につきましては，

経常収益は，１億１,７１８万６千円，経常費用は，１億

２,７０９万円でございます。 

公益目的事業会計共通につきましては，経常収益は， 

２１２万４千円，経常費用の計上はございません。 

次に，収益事業等会計でございますが，公益目的達成受

託等事業につきましては，経常収益は，４,１７９万３千

円，経常費用は，２,５３４万６千円でございます。 

給付事業につきましては，経常収益は，５,０４６万７

千円，経常費用は，４,８９６万円でございます。 

最後に，法人会計の内訳でございますが，経常収益は，

３,０３８万４千円，経常費用は，３,７１０万円でござい

ます。 
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 詳細につきましては出資団体等事業計画説明資料の 

４１ページ以降に記載のとおりでございます。 


